
案　件　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会での意見

① 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R8.9.30】

② 緑地広場 前回審議（R1年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

サクラは生育が悪く、カイヅカイブキも大きくなりすぎて、伐採はやむなしと考える。

伐採後に占用者が柵を設置する予定であるが、ウバメガシ等の生垣が望ましい。

前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

全体的な管理状況は良好である。

生け垣がフェンスになったことは利用状況としては致し方ない。

③ 新家子ども広場 前回審議（R5年度第2回委員会）における委員会意見

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R6.10.31】

・

・

都市部でも自然に接する場、親しめる場として樹木の導入など、緑を確保することが望ましい。
 
市として管理方法について検討して頂きたい。

④ 藻川河川敷公園 前回審議（R2年度第1回委員会）における委員会意見

【尼崎市】
【堤外】
【許可期限：R7.9.30】

・

・

・

・

藻川河川敷公園地先の低水路の使用については、自由使用を逸脱していると判断されるので、河川管理者
は、適切な使用を強く指導されたい。

低水路の使用に伴い占用地に置かれている複数のコンテナについては、河川管理者と協力して行為者に撤
去を強く指導されたい。

ゴミ箱の適切な管理をお願いしたい。

植生管理はチガヤ群落の部分的な導入等により、草原の質を向上させる努力をされたい。

前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

コンテナは無くなったがネット等の不法占用が残っており、改善対応を強化されい。
 
植生管理の目標設定としてチガヤ群落を目標とし、セイバンモロコシ、クズ、アレチウリを河川管理者と
ともに適切に駆除管理されたい。

⑤ 猪名川河川敷公園 前回審議（R2年度第1回委員会）における委員会意見

【尼崎市】
【堤外】
【許可期限：R7.9.30】

・

・

・

・

占用区域外ではあるが公園使用者が不法に設置している倉庫、堤防を損傷させている階段については、河
川管理者と協力して使用者に厳重に指導されたい。

刈草については適切に処理されたい。

野球用具を固定する金具やポール等の放置については、前回から改善されておらず、 使用者に指導された
い。

植生管理はチガヤ群落の部分的な導入等により、草原の質を向上させる努力をされたい。

前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

占用区域外ではあるが公園利用者が不法に設置している倉庫や裸地化といった法面の損傷は、河川管理者
と協力して引き続き行為者に厳重に指導されたい。

野球用具を固定する金具やポール等の放置についても、前々回から改善されておらず、利用者に指導され
たい。
 
河川敷公園としてのあり方、方向性についても検討されたい。

猪名川藻川自転車歩行者
専用道路休憩施設（おお
ぞら広場）

比較的よく手入れされている。

現状は外来種の草原となっているため、チガヤ草原等の管理目標を定めた方が良い。

自転車道の休憩施設としての利用者の利便性及び植生を管理する上で給水施設や藤棚の設置等についても
検討されたい。

・

・

・

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R7.3.31】
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案　件　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会での意見

⑥ 尼崎市農業公園 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R9.3.31】

・

・

堤防法尻のアラカシやエノキは、大木になることで堤防に影響を及ぼす可能性が大きく、また公園の既存
植生の維持の支障ともなるため、伐採が望ましい。

堤防裏法面の良好に管理されてきたチガヤ群落を引き続き保全し、拡大させることが望まれる。

前回中間報告（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

巨木となった堤防の裏法尻のアラカシ（３本）については、公園内のウメへの悪影響、園路の舗装に破損
が生じていること、また、堤防管理上からも伐採が望ましい。

アラカシの林床以外のチガヤについては、適切に管理されている。

⑦ 天津緑地 前回審議（R5年度第2回委員会）における委員会意見

【伊丹市】
【堤内】
【許可期限：R6.10.31】

・ 全体的に適切に管理されており、引き続き適切な管理をお願いしたい。

⑧ 猪名川河川敷緑地 前回審議（R2年度第1回委員会）における委員会意見

・ 植生管理はチガヤ群落の部分的な導入等により、草原の質を向上させる努力をされたい。

前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・ 法面のチガヤは良い状況にあり、これを高水敷にも拡大することを検討されたい。

⑨ 神津運動広場 前回審議（R2年度第2回委員会）における委員会意見

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】

・

・

・

運動広場の利用に伴う堤防の踏み荒らし等による損傷が発生しているので、移動式トイレの設置等、堤防
に影響の無いようにしていただきたい。

用具については、出水時に速やかに撤去できる等、適切な管理を徹底していただきたい 。

硬式野球については、さらなる安全性を高める努力をしていただきたい。

前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

堤防の裏法面において運動広場の利用に伴う踏み荒らし等の堤防損傷が発生していることについては、引
き続き占用者から使用者に適切な利用について指導をしていただきたい。

高水敷に常時仮置きの認められていない用具については、今回は適切に管理されているのを確認したの
で、引き続きお願いする。

⑩ 前回審議（R2年度第2回委員会）における委員会意見

前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

草刈り等の植生管理（アベリアの植栽含む）は適切な実施をお願いする。

兵庫県の絶滅危惧種Aランクに指定されているツルフジバカマの保全対策（高水敷への移植等による自生地
の拡大の検討を含め）を引き続き実施していただきたい。

⑪ 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

前回中間報告（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

占用区域及び行為区域の管理（草刈り等）を適切に行って頂きたい。

チガヤが拡大するように、適切な時期（６月、９月か１０月）に草刈りを行って頂きたい。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R7.9.30】

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】

猪名川河川敷緑地（猪名
川第３・第４運動広場） 草刈り等の植生管理はきちんとされており、引き続きお願いする。

ツルフジバカマの保全対策を進めることは良い。実施した保全対策と経過を次回報告して欲しい。

アベリアの植栽中の雑草管理を引き続き行っていただきたい。

・

・

・

伊丹市立猪名川テニス
コート

チガヤ群落（テニスコート下流側と河川側）が拡大するように周辺の草刈りを適切に行ってほしい。

チガヤ群落は、占用区域・行為区域として適切な管理体制により保全すべきである。

・

・
【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R9.3.31】
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案　件　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会での意見

⑫ 猪名川第1・第2運動公園 前回審議（R1年度第2回委員会）における委員会意見

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R7.3.31】

・

・

・

・

植栽（シャリンバイ）にからまるクズは除去されたい。

草刈りは川らしい植生（オギ、チガヤ等）が残るようにするとともに、外来種の種子が広がる前に実施す
る等、時期にも配慮されたい。

川らしい利用を図るという観点から、できるだけ川が見えて自然に親しみやすい運動公園になるよう河川
管理者とも連携して取り組まれたい。

引き続き環境学習の利用や川の自然に親しむ機会を増やして頂きたい。

前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

猪名川と占用区域の間の植生繁茂をうまく管理することができないか。

東久代公園（川西市）の状況も参考に占用区域外のクズの除去やチガヤの管理をされてはどうか。

河川管理者と占用者が協力して刈り草の処理を適切にされたい。

⑬ 第1号猪名川河川敷緑地 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.12.31】

・

・

・

比較的よく手入れされている。

クズの刈り残しがあったので、適切な管理をお願いしたい。

チガヤの取り組みについては看板を設置する等により市民に伝えることも考えて頂きたい。

前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

チガヤの保全対策を進めるとともに、植生管理（オカルガヤ・メカルガヤ等の貴重種の保全や、シナダレ
スズメガヤ・セイバンモロコシ等の外来種の除去）を適切に実施していただきたい。

チガヤ保全の取組みについての看板は、生物多様性保全の視点から、チガヤの大切さが市民に分かり易い
内容にしていただきたい。

⑭ 猪名川緑地 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

【池田市】
【堤外】
【許可期限：R9.3.31】

・

・

・

・

堤防表法肩の踏み荒らしは、補修を繰り返すことにならないためにも、利用者の動線を考えた恒久的な取
り組みが必要である。

踏み荒らしの補修は、掘れた部分の盛り土だけではなく、張芝等による法面保護も必要である。

南多目的広場跡地の植生回復（種まき）は、オギだけでなくチガヤも加えて実施するのがよい。また、土
壌の水分条件についても適切な管理（水撒き等）が必要である。

花壇の管理や植生回復については、池田市が占用者として責任をもって取り組む必要がある。

⑮ 東久代公園 前回審議（R2年度第2回委員会）における委員会意見

【川西市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】

・

・

・

・

・

草刈りはきちんとされており、引き続きお願いする。

不法占用については、引き続きより強力に指導されたい。

ユキヤナギの植栽に侵入している雑木（クズ、アキニレ、他）については撤去を実施していただきたい。

環境学習会は継続的に実施していただきたい。

堤防にチガヤの植生が生育している箇所については今後のモデルとして適切に管理していだきたい。

前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

植生管理は外来種対応だけでなく生物多様性保全や景観的にもよい対応をされている。

堤防法面のチガヤや占用地川側のオギ群落の維持は、今後もモデルとして適切に管理していただきたい。

環境学習会は継続的に実施していただき、啓発看板の設置も進めていただきたい。

河川管理者と占用者が協力して刈り草の処理を適切にされたい。
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案　件　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会での意見

⑯ 下加茂公園 前回審議（R1年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

外来植物やつる植物の除去などの植生管理を引き続き適切に実施されたい。

JR側フェンス付近の植生管理については、引き続きJRとの協議を進められたい。

前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

全体的な管理状況は良好である。

外来植物やつる植物の除去などの植生管理を引き続き適切に実施されたい。

JR側フェンス付近の植生管理については、引き続きJRとの協議を進められたい。

⑰ 中央南児童遊園地 前回審議（R5年度第1回委員会）における委員会意見

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R11.3.31】

・

・

民地に接している側の植生は、放置に近い状況と見受けられるため、適切な植生管理をされたい。特にム
クノキについては剪定が望ましい。

ゴミステーションは、 本来、占用公園に設置するのは適切ではないので、担当課や地元と調整して適切に
管理をされたい。

⑱ 都市公園ドラゴンランド 前回審議（R5年度第1回委員会）における委員会意見

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R11.3.31】

・ 適切に管理されており、引き続きお願いする。

⑲ 天王宮児童遊園地 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R8.9.30】

・

・

・

比較的よく手入れされている。

エドヒガンは猪名川の特徴的な樹種であり、名前や由来を記載したプレートを設置してそのことをもっと
市民に伝えていただきたい。

シダレウメやエドヒガンの中には弱っている個体もあるので、引き続き適切な管理をお願いしたい。

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R7.3.31】
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